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第６回（令和２年４月）宮津市教育委員会定例会会議録 

 

日 時   令和 2 年 4 月 24 日（金）午前 9 時 00 分  

場 所   宮津市福祉・教育総合プラザ  応接会議室（宮津阪急ビル  4 階）  

出 席 委 員   山本雅弘  速石直美  田崎浩二  尾﨑里花子  藤井陽子  

事 務 局   大井教育次長  早川学校教育課長  林﨑社会教育課長  東文化振興担当課長  

大槻総括指導主事  梅林学校教育課参事  森本学校教育課参事  桐村指導主事   

小牧学校教育課学校教育係長  

（傍聴者：なし）  

１  開    会  

２  前回会議録の承認  

３  会議録署名委員の指名   

４  会期の決定  

５  教育長の報告  

６  議事  

  議第 15 号  令和 2 年度宮津市立小学校及び中学校の校務分掌に係る主任等の承認について  

  議第 16 号  宮津市立図書館協議会委員の委嘱について  

７  報告  

  報告第 2 号  専決処分の承認を求めることについて  

  報告第 3 号  令和 2 年度教育課程編成表及び校務分掌表（幼稚園・小学校・中学校）について  

  報告第 4 号  宮津市立幼稚園・小学校・中学校の園児児童生徒数について  

８その他  

  5 月の主な日程 (教育委員会関係分 )について  

９  閉 会 

 

－開会：9:00－  

 

山本教育長  只今から、令和２年第６回宮津市教育委員会定例会を開会し、ただち

に本日の会議を開きます。  

 

それでは、次第に沿って会議を進行します。  

■次第 2「前回会議録の承認」  

 田崎委員と速石教育長職務代理者にお世話になります。  

■次第 3「会議録署名委員の指名」  

 会議規則第 18 条第 2 項の規定により、教育長において速石教育長職

務代理者と藤井委員を指名しますので、よろしくお願いします。  

 ■次第 4｢会期の決定｣ 

本日の定例会の会期は、１日といたしたいと思います。  

これにご異議ありませんか。  

 

 出席委員  

 

 異議なし   



 

山本教育長  

 

ご異議なしと認めます。よって会期は、本日 1 日間と決定いたします。 

 

 山本教育長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速石教育長職務代理者  

 

 

山本教育長  

 

 

速石教育長職務代理者  

 

 

 

■次第 5「教育長の報告」  

【報告事項】  

１   〇先日の入学式への出席  お世話になりました。新型コロナウイル  

 ス感染症防止のため時間短縮等でいつもと違う対応となったが、無  

 事に実施できて良かった。  

〇新型コロナウイルス感染症対応  

4 月 21 日（火）から市立幼稚園、小中学校を臨時休校としている。

（与謝野町、橋立中は 22 日から休校）  

新年度、新学期が始まって早々の休校となったが、特に新入生にと  

っては、学校に慣れてリズムを作っていく大事な時期となる。  

臨時休校が長引くことも考え、学力への影響や特別な配慮を必要と

する児童生徒への影響などが心配される。いずれにしても、子ども

達への影響を最小限に留めなくてはならないので、各校で工夫をし

ていくよう指示している。  

教職員の働き方についても、3 密を避けるため府立は 3 班体制で、

在宅勤務等の体制を取っている。市立でも学校の状況に応じて、シ

ュミレーションをしていかなければならない。  

集団健診は、京都府の医師会（3 師）からは、マスクやアイシール

ド等の準備を整えたうえで、健診時期を調整するよう要望が出され

ているところ。本来、 6 月末までに実施する健診を今年度は、年度

末までに実施するようにとなっているが、先行きが分からず落ち着

いてからの日程調整となるため、1 学期中の実施は難しいと考えて

いる。教職員の健康診断も同様。与謝医師会と相談していく。  

臨時休校の中、のびのび放課後児童クラブは自粛を要請しながら開

設している。利用申込みの 3 割から 4 割ほどの利用がある。  

〇4 月 9 日、10 日に、宮津天橋、緑風、清新高校の開校式、入学式  

が行われた。市長と出席する予定であったが、来賓を取りやめられ、

自校内のみでの実施となった。  

〇教科用図書採択地区協議会は今年度  宮津市が事務局を持つが、  

第 1 回は延期とさせていただいた。夏の採択に向けて、何回か会議  

を持つことになる。実施方法を工夫しながら実施していきたい。  

〇その他の会議や総会も延期や中止、書面評議となるものが多い。 

 

3 月の臨時休校に続き、4 月 21 日からの休校となり、長引くと子ども

達の学力が心配されるが、夏休みはどうなるのか。  

 

このまま休校が長引くようなら、夏休みなどを使って補習や教育課程

の確保に努めることになる。  

 

宮津小の入学式に出席した。久し振りの宮津小であったが、規模縮小

の中、やはり人数が多いので式典らしい良い式であった。  

市立の校長先生方も若返り、新しい体制でのスタートになった。  

 



田崎委員  

 

 

 

 

 

尾﨑委員  

 

 

 

 

藤井委員  

 

 

 

山本教育長  

 

 

 

 

大井教育次長  

 

 

 

山本教育長  

 

 

 

早川学校教育課長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 近所でも、子どもの声が聞こえないので、休校の影響は心配されてい

る。ＧＷでの人の移動も心配されるが、家での自粛をお願いするしかな

い。  

 入学式は栗田小、栗田幼に出席した。規模や時間縮小の式で、人数も

少なくあっという間の入学式、入園式だった。  

 

吉津小、宮津幼の入学式に出席した。縮小なのは仕方ないが、セレモ

ニーとしては少し寂しいものを感じた。  

コロナウイルスの関係は、子ども達はもちろんだが、高齢者の体力の

衰えも心配される。家で過ごす時間が長いので、誰とも話さない高齢者

も多いのではないか。  

 

学校も工夫されていると思うが、高校生でも休校が長引くと不安な部

分がある。部活も 3 年生にとっては残り数ヶ月がどんどん少なくなって

いる。  

 

府中小、栗田中の入学式に出席した。皆さんマスクをしっかりされて

いて、あたたかい良い式であった。  

早く通常の教育活動が出来れば良いが、終息した後、学校再開する際

にも、給食の食材の生産者の方や業者さんを含め、保護者や児童生徒に

丁寧に対応していかなければならない。  

 

養老小は 3 名の入学生での入学式であった。地域の方も少し寂しいと

言われていた。新 1 年生にとっては、春の行事が中止や延期になり残念

だ。  

 

 それでは、議事に移ります。  

■議第 15 号「令和２年度宮津市立小学校及び中学校の校務分掌に係る  

主任等の承認について」事務局から提案理由の説明をお願いします。  

 

 宮津市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則第 13 条第 2 項の  

規定に基づき、委員会の承認を求めるものです。  

昨年度から変更があったところを中心に説明します。まず、小学校に  

ついてです。  

◆宮津小学校：教務主任に谷川教諭を。   

第２・３・４・６学年で学年主任を。  

◆栗田小学校：保健主事に山岡養護教諭を。  

◆府中小学校：教務主任に眞下教諭を。保健主事に竹下養護教諭を。  

◆日置小学校：教務主任に清水教諭を。保健主事に若月養護教諭を。  

次に、中学校についてです。  

◆宮津中学校：第１から第３学年まで学年主任を。  

生徒指導主任に小田教諭を。進路指導主任に糸井教諭を。  

◆栗田中学校：教務主任に小笠原教諭を。生徒指導主任に大瀧教諭を。  

以上、誠に簡単ではございますが、議第 15 号に係る説明とします。  

御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  

  

  



山本教育長  

 

 

 

 

 

 

出席委員  

 

山本教育長  

 

 

 

林﨑社会教育課長  

 

 

 

 

 

 

 

 

山本教育長  

 

 

 

速石教育長職務代理者  

 

林﨑社会教育課長  

 

 

山本教育長  

 

 

出席委員  

 

山本教育長  

 

 

 

早川学校教育課長  

 

 

 

 ただ今、事務局より議第 15 号「令和 2 年度宮津市立小学校及び中学校  

の校務分掌に係る主任等の承認について」説明がありました。  

委員の皆様の御意見等があればお願いします。  

 

なければ、議第 15 号「令和 2 年度宮津市立小学校及び中学校の校務分  

掌に係る主任等の承認について」承認することにご異議ございません。  

 

 異議なし  

 

 それでは、次に移ります。  

 ■議第 16 号「宮津市立図書館協議会委員について」事務局から提案理

由の説明をお願いします。  

 

 宮津市教育委員会基本規則第 16 条第 1 項第 7 号の規定により、委員の

承認を求めるものでございます。  

宮津市図書館協議会委員につきましては、各選出区分により 12 名の委

員に委嘱を行うものでございます。  

任期は、令和 2 年 5 月 1 日から令和 4 年 4 月 30 日までの 2 年間でござ

います。  

委員につきましては、各団体からの推薦のほか、図書館利用者からも

選出し、幅広い意見を図書館運営に反映させてまいりたいと考えていま

す。  

ご承認賜りますよう、よろしくお願いします。 

 

 ただ今、事務局より議第 16 号「宮津市立図書館協議会委員の委嘱につ  

いて」説明がありました。  

委員の皆様の御意見等があればお願いします。  

 

 図書館協議会はどのようなことをしているのか。  

 

 親しみやすい図書館にするために年に 2、3 回の会議を開催している。  

昨年度は福知山市に視察に行くなどした。  

 

 他になければ、議第 16 号「宮津市立図書館協議会委員の委嘱について」

承認することにご異議ございませんか。  

 

 異議なし  

 

 続いて、報告に移ります。  

 報告第 2 号「専決処分の承認を求めることについて」事務局から説明  

をお願いします。  

 

 教育委員会基本規則第 16 条第 3 項の規定に基づいて行った専決処分に

ついて、報告をし、その承認を求めるものでございます。  

まず、委員会規則その他委員会の定める規程の一部改正に係るもの、

２本についてです。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山本教育長  

 

 

速石教育長職務代理者  

 

 

早川学校教育課長  

 

 

山本教育長  

 

 

 

 

 

早川学校教育課長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いずれも、今年度からの会計年度任用職員制度の開始に伴って、規則

等の｢臨時職員や嘱託、非常勤の特別職｣の部分を｢会計年度任用職員｣へ

と改正するものであり、教育委員会基本規則、中学校部活動指導員の任

用等に関する規則、社会教育指導員設置等に関する規則、事務決裁規程

の、それぞれの該当箇所を令和 2 年 3 月 31 日付けで改正し、 4 月 1 日か

ら施行しております。  

 次に、委員の委嘱に係るもの、 2 本についてです。  

宮津市学校運営協議会委員（任期 1 年間）の委嘱･任命、宮津市学校評

議員・幼稚園評議員（任期１年間）の委嘱を令和 2 年 4 月 1 日付けで行

っております。今年度からコミュニティ・スクール＝学校運営協議会を

本格導入する宮津学院（宮津小・宮津中）と栗田学院（栗田小・栗田中）

については学校運営協議会委員として、吉津・府中・日置・養老小の４

小学校、宮津・栗田の２幼稚園については、引き続き、学校評議委員、

幼稚園評議員として、委嘱を行ったものです。            

以上、誠に簡単ではございますが、報告とさせていただきます。御承

認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  

 

ただいま報告のありました「報告第 2 号専決処分の承認を求めること

について」委員の皆様から御意見等あればお願いします。  

 

 宮津学院、栗田学院の学校運営協議会委員は大人数となっているが、  

委員の皆さんは了解されているのか。  

 

 昨年度の試行実施の段階から、皆さんとは一緒に話を進めてきたもので  

す。  

 

 今年度も、研修会等を重ねて一緒に実施していきたい。  

 

他になければ次に、報告第 3 号「令和 2 年度教育課程編成表及び校務  

分掌表（幼稚園・小学校・中学校）について」事務局から説明をお願い  

します。  

  

教育委員会基本規則第 17 条の２第 1 項第 1 号の規定により報告する  

もので、19 ページから 26 ページまでが各小・中学校の「令和 2 年度の

教育課程編成表｣になります。  

教育課程は、学習指導要領及び教育委員会の方針に基づいて編制した  

上で、宮津市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則に基づき、(1)

学校の教育目標、(2)各教科、特別の教科道徳、総合的な学習の時間など

に係る時間配当、(3)学校行事計画について、年度初めに教育委員会に届

け出ることになっており、それが教育課程編成表であります。  

今年度の教育課程の編成にあたっては、小学校で新学習指導要領が全  

面実施となり、外国語が教科となったことが特徴点かと思います。  

年間授業日数は一番多い学年の日数で、小学校が 207 日、中学校が 203 

日。各校に差が見られるのは、土曜活用の教育課程上の位置付けによる

ものです。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

山本教育長  

 

 

 

速石教育長職務代理者  

 

 

山本教育長  

 

田崎委員  

 

 

 

大槻総括指導主事  

 

 

 

 

 

山本教育長  

 

 

早川学校教育課長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、27 ページから 36 ページまでが、各幼稚園、小・中学校の「令和  

２年度の園務・校務分掌表」になります。  

校務分掌ですが、学校内には運営上必要な業務分担が必要であり、そ  

の業務分担のために編成された組織系統が校務分掌であり、校務分掌表

はその組織系統を図で表したものであります。  

基本的には、全教職員が何らかの分掌を担い、また、各校・園の分掌  

表は、各校・園の規模や実態、教育活動に応じた独自性が反映された様

式、組織となっております。  

以上、報告とします。よろしくお願い申し上げます。  

 

ただいま報告のありました「報告第 3 号令和 2 年度教育課程編成及び

校務分掌表（幼稚園・小学校・中学校）について」委員の皆様から御意

見等あればお願いします。  

 

校務分掌表について、災害時、非常時の体制をもう一度しっかりと確

認していただきたい。  

 

しっかりと機能する組織でなければならない。指示していく。  

 

教育課程編成表について、今回の新型コロナウイルス感染症での臨時

休校で、年間の予定も大きく変わってきていると思うが、夏休みなどを

使うとリカバリーできるのか。  

 

どの学校も、国が定めている標準授業時数と年間の授業可能時数を比

べると余剰時間はある程度あるが、インフルエンザ等の学級閉鎖や災害

時の警報発令時の休校にあてたり、教材学習、補充にあてたりするのが

通常である。休校が長引くと、夏休みの短縮などを考えていかねばなら

ないと思う。  

 

他になければ次に、報告第 4 号「宮津市立幼稚園・小学校・中学校の  

園児児童生徒数について」事務局から説明をお願いします。  

 

 教育委員会基本規則第 17 条の２第１項第 3 号の規程により報告する  

もので、「宮津市立幼稚園・小学校・中学校の園児児童生徒数 (令和 2 年  

４月１日現在)」を御覧ください。  

前年度最終(令和元年３月１日 )に比べまして、小学校は、全体で 720 

名から 688 名と 32 名の減少となっており、宮津、栗田、吉津、府中の４

小学校で減少し、日置、養老の２小学校で増加しております。  

中学校は、全体で 303 名から 307 名と４名の増加となっており、宮津、

栗田中学校とも増加しております。  

幼稚園は、全体で 50 名から 33 名と 17 名の減少となっており、宮津、 

栗田幼稚園とも減少しております。  

橋立中学校は、生徒数 257 名のうち、宮津市の生徒は 115 名であり、3 

名の減少となっております。  

なお、小学校におきましては、宮津小学校で１年と５年が２クラス編  

制。また、日置小学校と養老小学校で２・３年で複式学級を編制してお

ります。                

以上、報告とします。よろしくお願い申し上げます。  

 

 



山本教育長  

 

 

 

 

 

 

 

早川学校教育課長  

 

 

 

 

 

 

 

 

山本教育長  

 

 

 

 

 

ただいま報告のありました「報告第 4 号宮津市立幼稚園・小学校・中

学校について」委員の皆様から御意見等あればお願いします。  

 

 御意見等がなければ、８その他に移ります。  

 

■その他  

 事務局からお願いします。  

 

 ●5 月の主な日程（教育委員関係分）  

・5 月下旬に例年行っている小学校の運動会、中学校の修学旅行は秋に  

延期の方向  

  

 〇5 月 14 日（木）丹後地方教育委員会連合会総会  ←中止  

 〇5 月 29 日（金）京都府市町村教育委員会連合会総会・研修会←中止  

   

 ●次回教育委員会日程  

  5 月 26 日（火）午前 9 時  

 

 他になければ、第 6 回宮津市教育委員会定例会を閉会します。  

 

 

－閉会：10:15－  

 


